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会議録第１０号 

第１０回（定例）北はりま消防組合議会会議録 

                               平成２６年２月１８日 

                               開会 午後２時３０分 

 

１ 議事日程 

 第１ 議席の指定 

 第２ 会議録署名議員の指名 

 第３ 会期の決定 

 第４ 副議長の選挙 

 第５ 第１号議案 平成２５年度北はりま消防組合一般会計補正予算（第１号） 

 第６ 第２号議案 北はりま消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例制定の件 

 第７ 第３号議案 北はりま消防組合手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

 第８ 第４号議案 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減及び 

          規約の一部変更の件 

 第９ 第５号議案 平成２６年度北はりま消防組合一般会計予算 

 

２ 会議に付した事件 

  議事日程どおり 

 

３ 出席議員（７名） 

  １番 林   晴 信 君 

  ３番 長谷川 勝 己 君 

  ４番 河 﨑   一 君 

  ５番 村 井 公 平 君 

  ６番 森 元 清 蔵 君 

  ７番 井 上 茂 和 君 

  ８番 辻   誠 一 君 

 

４ 欠席議員（１名） 

  ２番 衣 笠 利 則 君 

 

５ 説明のため出席した理事者（２０名） 

  管理者 

   加 東 市 長  安 田 正 義  
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  副管理者 

   西 脇 市 長  片 山 象 三 君 

   加 西 市 長  西 村 和 平 君 

   多 可 町 長  戸 田 善 規 君 

   加 東 市 副 市 長  山 田 義 人 君 

  消防担当課長 

   西脇市防災対策課長  森 脇 達 也 君 

   加西市危機管理課長  石 野 隆 範 君 

   加東市防災課長  中 村 隆 文 君 

   多可町生活安全課長  竹 内 勇 雄 君 

  消防本部 

   消 防 長  岸 本 耕 一 君 

   消 防 部 長  石 古   覚 君 

   警 防 部 長  山 西   修 君 

   西 脇 消 防 署 長  芹 生 信 弘 君 

   加 西 消 防 署 長  藤 原 光 浩 君 

   加 東 消 防 署 長  西 山 修 一 君 

   多 可 消 防 署 長  坂 本 睦 男 君 

   企 画 財 政 課 長  藤 原 正 勝 君 

   救 急 課 長  上 田 昌 善 君 

   情 報 管 理 課 長  徳 岡 恒 夫 君 

   企画財政課副課長  清 瀬 明 彦 君 

 

６ 出席事務局職員（３名） 

   総 務 課 長  森 本 純 生 君 

   総 務 課 副 課 長  中 嶋 利 久 君 

   総務課人事係長  杉 本 秀 之 君 
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○議長（井上茂和君）  若干時間が早いようですが、ただいまから始めたいと思います。

改めまして、皆さん、こんにちは。 

 ただいまから、第１０回北はりま消防組合議会定例会を開会いたしたいと思います。開会

に先立ちまして一言御挨拶を申し上げます。 

 暦の上では春とは言いながらも、またきょうも雪がちらついておりますが、まだまだ寒い

日が続いております。きょうこのごろでございます。ここに第１０回北はりま消防組合議

会定例会が招集されましたところ、議員各位には御健勝にて御参集いただきました。本日

招集されました定例会の付議事件は、補正予算、条例の制定、規約の一部変更、新年度予

算と、いずれも重要な案件でございます。何とぞ議員各位におかれましては慎重に御審議

の上、適切妥当な結果が得られますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、

開会の御挨拶にかえさせていただきます。 

  開会に先立ちまして管理者、安田正義君から挨拶をいただきます。 

  安田正義君。 

○管理者（安田正義君）  失礼します。第１０回北はりま消防組合議会定例会の開会に当

たりまして、一言御挨拶申し上げたいと思います。 

  ただいま議長のほうからも春という立春と言いますか、そういうようなお話がございま

した。二十四節気で申しますところのその立春というのは実は２月４日からきょう２月１

８日までを立春というようでございます。ただこの間は本当に立春というのは名ばかりで、

本当にまさにそんな思いをしてございます。この地方でも２月の確か８日でしたか、８日

と、そして２月１４日この２回、少し大きな雪が降りました。そうこうしておりますと、

今度は関東甲信越から東北にかけての大雪でございました。昨日から今朝にかけて通行ど

めになっておった道路、これも一部を除いて開通をしたと、解除されたということでござ

いますけれども、ただまだ今朝の情報では５，６００を超える世帯が孤立をしておるとい

うそんなニュースもあったところでございます。そう考えますと、やっぱりバランスよく

と言いますか、雪がやっぱりほしいというそういう業種も現実はあるわけで、そのあたり

がもう少しバランスよく、こうなればいいのかなというそんな思いがしたところでござい

ます。きょう、第１０回の定例議会の招集をさせていただきました。各位には御参集いた

だいてまことにありがとうございます。また、平素から私どものこの組合の運営につきま

して、格別の御理解と御支援を賜っておりますことを心からお礼を申し上げたいと思いま

す。 

  懸案でございました指令センターの開設につきましては、いよいよ最終段階ということ

になりまして、この滝野庁舎の改修工事、ここで３月に着手する。そして、完成後には北

はりま消防として通信指令業務の一元的な運用が開始できるということになるわけでござ

います。この３市１町、６２６平方キロメートル、１５万市民の安全・安心のために私ど

もとしまして、また署員一丸となって取り組みを進めていきたいとこう思うところでござ
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います。本日、私どものほうから御提案を申し上げますのは、ただいま議長のほうからも

御案内ございました平成２５年度一般会計補正予算（第１号）を定める件、また消防長及

び消防署長の資格を定める条例制定、手数料条例の一部改正、そして退職手当組合の規約

変更、さらには平成２６年度の一般会計予算の５件でございます。何とぞ慎重審議賜りま

して、適切なる御決定をいただきますようにお願いを申し上げまして、開会に当たっての

御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

午後２時３０分 開会 

開 会 宣 言 

○議長（井上茂和君）  管理者の挨拶が終わりました。加西市の衣笠利則議員につきまし

ては、体調不良のため欠席届が提出されておりますので、御報告を申し上げます。 

  ただいまの議員の出席数は７名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。 

  ただいまから、第１０回北はりま消防組合議会定例会を開会いたします。 

  これより、本日の会議を開きます。 

日程第１ 議席の指定 

○議長（井上茂和君）  日程第１、議席の指定を行います。 

  先般、西脇市、多可町で組合議会選出議員の変更があり、新たに２名の方が選出されて

いますので、そのまま空席になっています議席を会議規則第３条第１項の規定により議長

から指定いたします。１番、林晴信君、４番、河﨑一君を指定いたします。 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（井上茂和君）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第５９条の規定により議長から指名いたします。６番、森元清蔵君、８番、辻誠

一君の両名を指名いたします。 

日程第３ 会期の決定 

○議長（井上茂和君）  日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期は本日１日といたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日と決定いたし

ました。 

日程第４ 副議長の選挙 

○議長（井上茂和君）  次に、日程第４ 副議長の選挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法につきましては地方自治法第１１８条第２項の規定によ

りまして、指名推選の方法によりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（井上茂和君）  異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によること

に決定いたしました。 

  さらにお諮りいたします。指名の方法につきましては議長が指名することにしたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定

いたしました。 

  副議長に、河﨑一君を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしました河﨑一君を副議長の当選人と定め

ることにつきまして、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました河﨑一

君が副議長に当選されました。 

  ただいま副議長に当選されました河﨑一君が議場におられますので、本席から副議長の

当選告知をいたします。河﨑一君、御挨拶をお願いいたします。 

○副議長（河﨑 一君）  失礼いたします。ただいま皆様方の御推挙をいただき、副議長

職を仰せつかりました多可町議会の河﨑一でございます。不肖でございますけれども、井

上議長のもと、補佐役として全力で努めさせていただきますので、どうか皆様方の御指導、

御鞭撻を賜りますようによろしくお願いを申し上げまして、就任の御挨拶とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（井上茂和君）  副議長の挨拶は終わりました。 

  日程第５ 第１号議案 平成２５年度北はりま消防組合一般会計補正予算（第１号） 

○議長（井上茂和君）  次に、日程第５、第１号議案 平成２５年度北はりま消防組合一

般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長、藤原正勝君。 

○企画財政課長（藤原正勝君）  ただいま上程されました第１号議案、平成２５年度北は

りま消防組合一般会計補正予算（第１号）につきまして、御説明申し上げます。今回の補

正は、各種事業の確定及び執行見込み並びに職員給与の臨時特例措置による人件費の減額、

そして繰越明許費の設定、債務負担行為及び地方債の補正を計上しております。 

  それでは、お手元の予算書と予算説明書により御説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  第１条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億６，５６７万４，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２７億８，３７６万９，０００円に改めようとす

るものでございます。第２条は繰越明許費の設定、第３条は債務負担行為の補正、第４条
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は地方債の補正でございます。 

  第２条から第４条までに関係する表につきましては６ページとなりますので、お開きい

ただきたいと存じます。 

  繰越明許費につきましては、款消防費、項消防費の３件の事業予算を地方自治法第２１

３条第１項の規定により繰り越しをしようとするもので、翌年度に繰り越して使用できる

経費は第２表繰越明許費によります。１件目の事務用備品整備事業は、事業費が１，１０

２万９，０００円でございまして、事業内容といたしましては各消防署の事務用ノートパ

ソコンの更新事業でＷｉｎｄｏｗｓＸＰのサポートが終了することから、ＸＰ搭載の６８

台を更新するもので、年度内に納品が見込めないことから繰り越しするものでございます。

２件目の加東消防署建設事業は、事業費が７９４万４，０００円でございまして、加東消

防署建設予定地の地形測量が当初予算時の設計に対し拡大したことから、今回の補正で増

額し、あわせて年度内の事業完了が不可能となったことから繰り越すものでございます。

３件目の兵庫衛星通信ネットワーク設備更新事業は、事業費が９９９万円でございまして、

兵庫県が事業主体となって平成４年度に県下の市町、消防本部等に整備され運用してまい

りましたが、設備の老朽化及びデジタル化に伴い、今回更新するものでございます。この

事業は、兵庫県が今年度中に実施設計の入札を行い、平成２６年度に実施設計及び工事を

行います。また、費用は実施設計の全額を兵庫県が負担し、工事費は兵庫県、当組合がそ

れぞれ２分の１を負担することとなっておりますことから、補正予算に兵庫県へ支払う負

担金を計上し、その事業費を翌年度へ繰り越すものでございます。 

  第３表は債務負担行為の補正でございまして、消防救急デジタル無線整備事業及び高機

能指令センター整備事業の工期を平成２６年度まで延長することから、期間のみ補正する

ものでございます。工期延長でございますが、平成２４年度の設定時は、指令センターの

運用開始を平成２６年４月としておりましたが、滝野庁舎改修工事の完工にあわせ、旧消

防本部から指令センターへの１１９番回線等の切りかえを平成２６年６月としたことから、

期間を追加するものでございます。なお、限度額につきましては当初設定額からの変更は

ございません。 

  第４表地方債の補正でございますが、起債対象事業の確定及び追加事業に伴い借入限度

額を８億８，２１０万円から８億１，４７０万円に変更するものです。 

  次に、歳入歳出予算の補正の内容につきましては、補正予算説明書により歳出から御説

明申し上げます。 

  補正予算説明書の１４ページをごらんください。 

  第２款総務費、第１項総務費６０５万円の増額は、財政調整基金元金積立６００万円が

主なものでございます。第３款消防費、第１項消防費、第１目常備消防費は１，１８４万

６，０００円を減額いたします。補正の内容ですが、２節給料は２，２８１万６，０００

円の減額、３節職員手当等は２０６万９，０００円の減額。４節共済費は９２４万７，０
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００円の減額で、職員給与の臨時特例措置及び執行見込みによるものでございます。 

  次に、１６ページに移りまして、１８節備品購入費９３４万５，０００円の増額は、事

務用備品購入費が１，０６６万円の増額となっております。これは先ほどの繰越明許費で

御説明いたしましたノートパソコン更新事業費でございます。１９節負担金、補助及び交

付金１，４１４万７，０００円の増額は、退職手当組合負担金１，４５４万６，０００円

の増額が主なもので、定年前早期退職者４名分の特別負担金によるものでございます。そ

の他の経費につきましては事務事業の執行見込みによる増減でございます。第２目消防施

設費の１億５，８１６万円の減額につきましては、高機能指令センター事業費の確定及び

同指令センター、デジタル無線事業の工事期間を延長することによる減額が主なものでご

ざいますが、１９節負担金、補助及び交付金では兵庫衛星通信ネットワーク更新事業費９

９９万円を新たに計上いたしております。第４款公債費、第１項公債費１７１万８，００

０円の減額は、平成２４年度に組合債の利率が決定したことにより償還利子を減額するも

のでございます。 

  次に、歳入ですが、１０ページにお戻りください。 

  第１款分担金及び負担金、第１項負担金は、事業費等の確定整理に伴い１億３，２１７

万円を減額しております。これは消防デジタル無線整備及び指令センター整備事業の組合

債を充当率９０％の防災対策事業債で見込んでいたところ、充当率１００％の緊急防災・

減災事業債の活用が可能となりましたので、構成市町全ての負担金を減額するものです。

内訳といたしましては、西脇市３，７０７万３，０００円、加西市４，７２３万２，００

０円、加東市２，４７５万３，０００円、多可町２，３１１万２，０００円となります。

第２款使用料及び手数料、第１項手数料３７万２，０００円は、収入見込みにより増額す

るものです。第５款財産収入、第１項財産運用収入は、８万３，０００円を、第８款繰越

金、第１項繰越金は、３，３５６万７，０００円をそれぞれ増額するものです。第９款諸

収入、第２項受託事業収入は６万円を、第３項雑入は事業確定により６万６，０００円を

それぞれ減額するものです。 

  次に、１２ページをごらんください。 

  第１０款組合債、第１項組合債は、事業費確定により予算現額８億８，２１０万円に対

しまして、消防救急デジタル無線事業で７３０万円、高機能指令センター事業で５，５１

０万円、滝野庁舎改修事業で１，４９０万円をそれぞれ減額するとともに、新たに衛星ネ

ットワーク設備更新事業９９０万円を増額いたしまして、組合債全体では６，７４０万円

を減額し、８億１，４７０万円とするものでございます。 

  なお、１８ページに給与費明細書を添付いたしておりますので、御参照賜りたいと存じ

ます。 

  以上、まことに簡単な説明となりましたが、よろしく御審議いただき、原案のとおり御

決定賜りますようお願い申し上げまして、議案第１号の提案説明を終わります。 
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○議長（井上茂和君）  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

  ８番、辻君。 

○８番（辻 誠一君）  済みません、ちょっと教えていただけたらと思うんですけれども、

事項別明細書の１６ページ、１７ページのところで、先ほど退職手当組合負担金４名が早

期退職があって、この分が計上されたんだというふうに説明を受けたように思うんですけ

れども、職員数のその次の一番最終ページを見ますと、職員数の数が載っておりますが、

補正前が２０８人で、補正後が２０７人なんです。４人が退職して、だから３人新たに新

規採用があったというふうに認識して、そういうことでよろしいでしょうか。 

○議長（井上茂和君）  石古消防部長。 

○消防部長（石古覚君）  職員数につきましては、ただいまご発言がありましたとおりで

ございます。これにつきましては途中年度末に１名退職が出まして、その関係で１名が合

わなくなっている状況になっております。そういうことで、この補正予算の職員数、補正

前２０８名に対しまして、補正後２０７名という形になっております。 

○議長（井上茂和君）  企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（清瀬明彦君）  失礼いたします。先ほどの給与費明細の件でござい

ましたけども、今回の退職者を含んだ予算でございまして、補正後というのは現有職員数

の計上となっておりますので、４名を退職するからといって、今の総数が減じているわけ

ではございません。 

○議長（井上茂和君）  ８番、辻君。 

○８番（辻 誠一君）  ４名退職する早期退職があるから、退職手当組合の負担金がちょ

っとふえるんですという説明だったんですけど、今既に退職しているわけではないから、

実際に既に退職されて、ここに席がないのが１人減っただけであるということだとしたら、

これはまた次年度の予算のときに出てきますけど、次は２０７人計画なんですよ。だから、

どういうふうに考えたらいいのかなと思うんですけど、まだ退職してない人はこの後退職

されて、新年度に新たに採用するということか、そういう理解でいいわけですか。 

○議長（井上茂和君）  明確な答弁お願いします。 

  岸本消防長。 

○消防長（岸本耕一君）  ２５年には２０８名おりまして、２４年のときに１名退職しま

した。それで２０７人になっております。その数字でございます。 

○議長（井上茂和君）  暫時休憩します。 

午後２時５０分 休憩 

────────────── 

午後２時５２分 開議 

○議長（井上茂和君）  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 
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  岸本消防長。 

○消防長（岸本耕一君）  ただいまの件、２５年のときには２０８名、そのときに３月３

１日付で退職となりました関係で２０７名と言っております。 

○議長（井上茂和君）  ８番、辻君。 

○８番（辻 誠一君）  何でそこにこだわるのかというと、消防の職員なんで、どんどん

先ほど４名が早期退職をされてということだったんですけれど、消防にかかわっておられ

る皆さんで数が減っていけばいいというもんではないと思うんです。それで退職したら、

その分はきっちり補充して、必要な人員が確保されているのかどうか、それとも人員の計

画があって、その計画に基づいてどんどん減らしている最中なのか、その辺をお聞きした

かったのと、もう１点は今、早期退職というのが出てきたんで質問させていただいたわけ

ですけれど、再任用というか、年金があたるまで定年を伸ばしましょうという流れがある

じゃないですか、その辺についてはこの組合としてどういうふうに取り組んでおられるの

か、それも早期退職勧奨制度というものがいまだにあって、どんどんベテランの人にとっ

とと辞めと追い出しているのか、それとも人員の確保も大変だし、やっぱり経験豊富な人

におってもらわないかんので、できるだけ長く勤めてほしいという立場で望んでおられる

のか、その辺の人員計画もあわせて教えていただけますか。 

○議長（井上茂和君）  岸本消防長。 

○消防長（岸本耕一君）  再任用の件、年金の関係というのがございます。ですから、２

５年度は６名の再任用者を採用しております。それで次年度、２６年につきましては退職

者の予定は１１名ございます。そこで、定年退職した者に対しまして再任用をいたし、で

きるだけ補充するように努めております。以上です。 

○議長（井上茂和君）  よろしいですか。ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  これで討論を終わります。 

  これから、第１号議案 平成２５年度北はりま消防組合一般会計補正予算（第１号）を

採決いたします。 

  本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長（井上茂和君）  起立全員。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  日程第６、第２号議案 北はりま消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例 

             制定の件 
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○議長（井上茂和君）  次に、日程第６、第２号議案 北はりま消防組合消防長及び消防

署長の資格を定める条例制定の件を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

  消防部長、石古君。 

○消防部長（石古覚君）  失礼いたします。第２号議案 北はりま消防組合消防長及び消

防署長の資格を定める条例の制定の件につきまして、提案理由とその内容について御説明

申し上げます。 

  提案理由でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律」による「消防組織法」の一部改正に伴い、現在、

「市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令」で規定している消防長及び消防

署長の資格の基準は、新たに公布された「市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定

める政令」の基準を参酌して市町村の条例で定めるとされたため、新たに条例を制定する

ものでございます。その制定する内容について御説明申し上げます。まず、消防長の資格

を有する者として、北はりま消防組合の消防職員として消防事務に従事した者で、組合の

消防署の消防署長の職または組合の消防本部の部長の職、その他組合におけるこれと同等

以上と認められる職に１年以上あったもの。次に、消防署長の資格を有する者として、北

はりま消防組合の消防吏員として消防事務に従事した者で、当該消防吏員の消防司令長以

上の階級に１年以上あったものとしております。今回の条例の制定内容につきましては、

改正後の消防組織法第１５条において、「市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定

める政令の基準を参酌して市町村の条例で定める」と規定されており、「条例委任する場

合の基準設定の類型」では、条例の制定に当たって法令の基準と異なるものを定めること

については、政令の「参酌すべき基準」を十分参照した結果であれば、条例の制定に際し

て地域の実情に応じて異なる内容を定めることは許容されております。ただし参酌する行

為を行ったかどうかについて説明責任が生じますので、今回、政令と一部異なる内容を定

めることとなった地域の事情について、御説明申し上げます。 

  別添資料「条例を制定するにあたって政令の基準を参酌した内容と参酌しなかった理

由」をごらんください。資料の左側が「市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定め

る政令」の条文で、右側に政令の基準を参酌した内容と参酌しなかった理由を記載してお

ります。まず、消防長の資格の基準として挙げられている政令の第１条第１号の規定は、

北はりま消防組合の地域の実情に見合っているため政令基準の内容としますが、北はりま

消防組合には「消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職」として、部長

を置いていることから、具体名として部長の職を規定しております。なお、「消防学校も

しくは消防職員及び消防団員の訓練機関」における消防署長の職と同等以上の職員は、北

はりま消防組合には存在しないため規定しないこととします。第２号の基準は、北はりま

消防組合及び合併前の消防本部においても消防団長の基準で任用された実績がないこと、

また本規定によらなくとも消防事務従事者として常備消防に資格基準を満たし、かつ災害



－11－ 

対応及び行政対応に適した人材が存在するため規定しておりません。第３号の基準は、合

併前の消防本部において同号の規定により任命された実績はありますが、近年では消防職

員が消防長に就任しており、また北はりま消防組合では任用実績はなく、本規定によらな

くとも常備消防に資格基準を満たし、かつ災害対応及び行政対応に適した人材が存在する

ため規定しておりません。 

  次に、消防署長の資格の基準として挙げられている政令の第２条第１号では、「消防司

令以上の階級に１年以上あったもの」と示されており、北はりま消防組合では消防司令の

階級は、係長、課長補佐級の職員が該当し、署長の資格としてはより上位の管理職である

課長、副署長等の階級である消防司令長以上がふさわしいと考えるので、階級を消防司令

長以上としております。なお、政令の「消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校におい

て受けた者については１年から当該教育訓練の課程に応じ、消防長官が定める期間を控除

した期間」の規定は、消防職員が少ない消防本部が用いる基準として規定されており、北

はりま消防組合では同規定によらなくとも該当する人材が存在するため、同規定部分は除

いております。第２号の基準は、消防職員が少ない消防本部等で第２条第１号に該当する

者がいない場合に用いる選択肢として規定されており、北はりま消防組合では本規定によ

らなくとも第２条第１号に規定する人材が存在するため規定しておりません。第３号の基

準は、北はりま消防組合及び合併前の消防本部においても消防副団長の基準で任用された

実績がないこと、本規定によらなくとも消防事務従事者として常備消防に資格基準を満た

し、かつ災害対応及び行政対応に適した人材が存在するため規定しておりません。以上、

政令と異なる内容を定めることとなった地域の事情について参酌した内容の説明でござい

ます。なお、この条例の施行期目は平成２６年４月１日からとしております。 

  以上、簡単でございますが、第２号議案の提案理由とその内容の説明とさせていただき

ます。よろしく御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（井上茂和君）  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  なければ、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  これで討論を終わります。 

  これから、第２号議案 北はりま消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例の制

定の件を採決いたします。 

  本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長（井上茂和君）  起立全員。 
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  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  日程第７、第３号議案 北はりま消防組合手数料条例の一部を改正する条例制定の 

             件 

○議長（井上茂和君）  次に、日程第７、第３号議案 北はりま消防組合手数料条例の一

部を改正する条例制定の件を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

  消防部長、石古君。 

○消防部長（石古覚君）  失礼いたします。第３号議案 北はりま消防組合手数料条例の

一部を改正する条例制定の件につきまして、提案理由とその内容について御説明申し上げ

ます。 

  改正理由でございますが、消費税及び地方消費税の値上げ、直近の数値による人件費等

の積算し直し等により地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、製造

所等の設置許可、完成検査前検査及び保安検査に係る手数料の額が引き上げられたことか

ら、北はりま消防組合手数料条例の所要の改正を行うものでございます。今回の政令の改

正は、消費税法、地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が平成２６年４月１日

から施行されることにより、消費税及び地方消費税の税率がそれぞれ引き上げられたこと

に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する手数料の額の標準について、

改正が必要か検討されたものでございます。 

  それでは、条例の改正内容について御説明申し上げます。改正箇所は、別表第１の改正

で、製造所の設置の許可に係る審査、特定屋外タンク貯蔵所の設置許可に係る審査、一般

取扱所の設置許可に係る審査、特定屋外タンク貯蔵所の完成検査前検査、特定屋外タンク

貯蔵所の保安に関する検査と大きく五つの項目に分かれており、２５カ所の金額の改正と

なっております。今回は大規模な危険物施設の審査や検査の手数料が改正されており、主

に臨海部の石油精製工場や原油備蓄基地に設置されているような大規模な屋外タンク貯蔵

所が該当し、当組合管内にはこのような屋外タンクは存在しません。ただ、指定数量が２

００倍を超える一般取扱所で、多可消防署管内にある「山南合成化学株式会社」が今回の

改正対象に該当する規模の施設となっており、管内全体で１施設のみございます。 

  詳細については、新旧対照表に沿って御説明申し上げます。まず、２の部（１）の項中

「９万１，０００円」を「９万２，０００円」に改め、同部（２）の款エの項中「８２万

円」を「８３万円」に、「９９万円」を「１０１万円」に、「１１０万円」を「１１２万

円」に、「１４０万円」を「１４２万円」に、「１６４万円」を「１６６万円」に、「３

８５万円」を「３８８万円」に、「５０９万円」を「５１０万円」に改め、同款オの項中

「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所「１１２万円」を「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所１１

３万円」に、「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所１３３万円」を「浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所１３４万円」に、「１４８万円」を「１５０万円」に、「２１２万円」を「２１４

万円」に、「４３３万円」を「４３５万円」に改め、同部（３）の款カの項中「９万１，
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０００円」を「９万２，０００円」に改め、同表６の部（１）の款エの項中「９５万円」

を「９９万円」に、「１６５万円」を「１７２万円」に、「３１８万円」を「３３２万

円」に、「３８９万円」を「４０６万円」に、「４４５万円」を「４６５万円」に改め、

同表７の部アの項中「４１万円」を「４３万円」に、「９２万円」を「９６万円」に、

「１１６万円」を「１２１万円」に、「２８３万円」を「２９５万円」に、「３４７万

円」を「３６２万円」に、「４００万円」を「４１７万円」に改めるものでございます。

なお、この条例の施行期日は平成２６年４月１日からとしております。 

  以上、簡単でございますが、第３号議案 北はりま消防組合手数料条例の一部を改正す

る条例制定の件についての提案理由とその内容の説明とさせていただきます。よろしく御

審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（井上茂和君）  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  これで討論を終わります。 

  これから、第３号議案 北はりま消防組合手数料条例の一部を改正する条例制定の件を

採決いたします。 

  本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長（井上茂和君）  起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  日程第８、第４号議案 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の 

             数の減及び規約の一部変更の件 

○議長（井上茂和君）  次に、日程第８、第４号議案 兵庫県市町村職員退職手当組合を

組織する地方公共団体の数の減及び規約の一部変更の件を議題といたします。提案理由の

説明を求めます。 

  消防部長、石古君。 

○消防部長（石古覚君）  第４号議案 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公

共団体の数の減及び規約の一部変更の件につきまして、提案理由とその内容について御説

明申し上げます。 

  提案理由でございますが、平成２６年４月１日付で「小野加東環境施設組合」がその名

称を変更すること及び平成２６年３月３１日をもって「南あわじ市・洲本市小中学校組

合」が兵庫県市町村職員退職手当組合から脱退することに伴い、兵庫県市町村職員退職手
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当組合を組織する地方公共団体の数を減じ、及び兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一

部変更に関する関係地方公共団体と協議することについて、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

  それでは、改正内容について御説明申し上げます。新旧対照表をごらんください。組合

を組織する市町等から「南あわじ市・洲本市小中学校組合」を削り、「小野加東環境施設

事務組合」を「小野加東加西環境施設事務組合」に改めるものでございます。なお、この

規約の施行期日は平成２６年４月１日からとしております。 

  以上、簡単ではございますが、第４号議案 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する

地方公共団体の数の減及び規約の一部変更の件についての提案理由とその内容の説明とさ

せていただきます。 

○議長（井上茂和君）  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  ８番、辻君。 

○８番（辻 誠一君）  退職手当組合なんですけど、こうしてどんどん最近減る一方なん

ですけど、どんどん構成団体が減ると、残っているもんの負担金がふえたり、いろいろ問

題があるんではないかなとこういうふうに思うんで、念のためにお伺いしておこうと思う

んですが、このたび南あわじ市・洲本市小中学校組合というのが消えてなくなりますけど、

洲本市も南あわじ市も市として組合に加盟されているから、対象の職員数の変更はないと

いうような認識でいいんでしょうか。 

○議長（井上茂和君）  消防部長。 

○消防部長（石古覚君）  ただいまの御質問にお答えします。南あわじ市・洲本市小中学

校の組合の職員につきましては最近職員がいない、該当する者がいないという状況が続い

ておりまして、今回その組合から脱退するということを聞いております。以上でございま

す。 

○議長（井上茂和君）  よろしいですか。これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  これで討論を終わります。 

  これから、第４号議案 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の

減及び規約の一部変更の件を採決いたします。 

  本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長（井上茂和君）  起立全員であります。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第９、第５号議案 平成２６年度北はりま消防組合一般会計予算 
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○議長（井上茂和君）  次に、日程第９、第５号議案 平成２６年度北はりま消防組合一

般会計予算を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長、藤原君。 

○企画財政課長（藤原正勝君）  ただいま上程されました第５号議案 平成２６年度北は

りま消防組合一般会計予算につきまして御説明申し上げます。 

  本予算につきましては構成市町の厳しい財政状況を踏まえ、事業の緊急性や重要性を十

分勘案して、限られた財源の効率的な配分と、より効果的な消防行政の運営を図るという

観点から編成に取り組んだところであります。平成２６年度予算の特徴といたしましては、

消防指令センター運用開始に向けて消防デジタル無線、指令センター及び庁舎改修の最終

工事費をはじめ、消防車両５台の更新整備並びに加東消防署建設に係る実施設計及び用地

買収等、消防体制整備計画に基づく施策の諸経費を計上させていただいております。 

  それでは、お手元の予算書と予算説明書により御説明を申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  第１条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億２，１０３万７，０００円

と定めます。第２条地方債でございますが、４ページの第２表をごらんいただきますと、

消防施設整備事業の起債の限度額６億６，２１０万円を、その表の条件により起債を発行

いたします。１ページにお戻りください。第３条の一時借入金は平成２６年度中における

資金不足を補い、各事業の円滑な執行を確保するため、借入限度額を３億７，７００万円

と定めるものでございます。 

  続きまして、予算の主な内容について３ページの歳出から御説明申し上げます。 

  第１款議会費は３６万９，０００円を、第２款総務費では２９８万１，０００円を計上

しております。第３款消防費は予算総額の６１．４％を占める人件費と各事業費が主なも

ので、２６億６，６４４万５，０００円を計上しております。第４款公債費は１億４，７

２４万２，０００円を、第５款予備費は４００万円を計上し、歳出合計は２８億２，１０

３万７，０００円となった次第であります。 

  これに対する歳入につきましては、２ページをごらんください。 

  第１款分担金及び負担金は各事業の収入財源を差し引いた歳入不足額２１億５，０９３

万３，０００円を、第２款使用料及び手数料は２０１万６，０００円を計上いたしており

ます。第５款財産収入は財政調整基金利子分５万３，０００円を、第８款繰越金は１０万

円を計上いたしております。第９款諸収入は組合預金利子及び受託事業収入と雑入を合わ

せ５８３万５，０００円、第１０款組合債は６億６，２１０万円を計上いたしております。

以上、歳入合計は２８億２，１０３万７，０００円となり、収支の均衡を図った次第であ

ります。 

  それでは、次に予算説明書で御説明申し上げます。 

  １２ページをお開き願います。 
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  まず、主な歳出でありますが、第１款、第１項議会費３６万９，０００円は議員報酬及

び議会運営に要する経費でございます。第２款、第１項総務費は委員報酬のほか財務会計

システム及び人事給与システムの管理費、例規集データベース更新等の事務管理経費など

組合全体に共通する経費を合わせまして２９８万１，０００円となり、前年度と比較いた

しまして１５万９，０００円を増額いたしております。 

  次に、１４ページに移りまして、第３款、第１項消防費、第１目常備消防費は１９億４，

４６４万５，０００円で、前年度と比較いたしまして４，２０１万９，０００円の増額と

なっております。増額の理由は、７節賃金では再任用職員の増加と制度改正により増額し

ております。１２節役務費では指令センター運用に伴うＮＴＴ回線の保守費用、１３節委

託料では西脇消防署のはしご自動車のオーバーホールの経費、１４節使用料及び賃借料で

は１６ページに移っていただきまして、施設使用料として滝野庁舎の２階、３階と土地を

含んだ使用料等が増加の要因でございます。第２目消防施設費は７億２，１８０万円で、

前年度と比較いたしまして２億６，７８８万３，０００円の減額となっております。減額

の主な要因はデジタル無線、指令センター及び滝野庁舎改修事業費が前年度と比較して減

額したことによるものです。平成２６年度の消防施設事業といたしまして、加東消防署建

設事業に向けた設計委託料、地質調査委託料及び用地取得費を合わせまして３億８，４６

５万７，０００円、デジタル無線、指令センター及び滝野庁舎改修等の工事請負費が１億

７，７９４万１，０００円、消防車両購入費では水槽付消防ポンプ自動車１台、高規格救

急自動車２台、現場指揮車２台、合計５台の車両購入費として１億５，５７０万３，００

０円を計上しております。 

  次に、１８ページをお開き願います。 

  第４款、第１項公債費は１億４，７２４万２，０００円で、前年度と比較いたしまして

９，７２８万２，０００円の増額となっております。増額の理由として、償還元金は平成

２４年度借り入れの元金償還が始まることから、８，７０７万２，０００円増額の１億３，

２８１万１，０００円となります。利子及び割引料では平成２５年度借り入れ利子償還９

２６万３，０００円増額の１，３３９万７，０００円と、一時借入金利子１０３万４，０

００円を合わせまして１，４４３万１，０００円を計上しております。第５款予備費は予

期せぬ支出に備え前年と同額の４００万円を計上しております。 

  続きまして、歳入予算でございますが、８ページにお戻りいただきたいと存じます。 

  第１款、第１項負担金は２１億５，０９３万３，０００円で、前年度と比較いたしまし

て１億１２４万３，０００円の増額となっております。増額の理由につきましては前年度

と比べ特定財源として充当する組合債の減額により、差し引き一般財源が増額したことに

よるものです。負担金の内訳は西脇市５億５，８１７万８，０００円、加西市６億１，９

７５万５，０００円、加東市６億２，４５１万８，０００円、多可町３億４，８４８万２，

０００円となっております。市町負担金につきましては平成２３年度から平成２５年度ま
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で各消防署の管理経費につきましては広域前の旧消防本部の負担としておりましたが、平

成２６年度から組合規約に定めております均等割２割、人口割８割の支弁方法により算出

いたしております。第２款、第１項手数料は危険物施設の許可申請等に係る法定手数料及

び諸証明手数料を合わせまして、２０１万６，０００円を見込んでおります。第５款、第

１項財産運用収入は財政調整基金積立金２，６８４万円の利子分として５万３，０００円

計上し、第８款、第１項繰越金は１０万円を計上しております。第９款諸収入、第１項組

合預金利子として１，０００円を、第２項受託事業収入は兵庫県から管理委託を受けてお

ります多可町のトンネル非常警報装置の管理受託収入として８２万８，０００円を計上い

たしております。第３項雑入は消防学校入校個人負担金や保険事務等５００万６，０００

円を計上し、前年度と比較いたしまして９７０万１，０００円の減額となっております。

これは兵庫県消防防災航空隊に平成２３年度から３年間の派遣が終了したことにより人件

費及び助成金が減額となっております。 

  次に１０ページに移りまして、第１０款、第１項組合債は６億６，２１０万円を計上し、

前年度と比較いたしまして２億２，０００万円の減額となっております。これはデジタル

無線、指令センター等の事業費分７億８５０万円の減額と、新たに車両更新経費分１億４，

１２０万円及び加東消防署建設事業費分３億４，７３０万円を計上したことによるもので

す。 

  なお、予算書の２０ページ以降に記載してございます給与費明細書、債務負担行為に関

する調書及び地方債に関する調書につきましては記載のとおりでございますので、省略を

させていただきたいと思います。 

  以上、まことに簡単な説明となりましたが、よろしく御審議賜り、原案のとおり御決定

賜りますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。 

○議長（井上茂和君）  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上茂和君）  これで討論を終わります。 

  これから、第５号議案 平成２６年度北はりま消防組合一般会計予算を採決いたします。 

  本案について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

○議長（井上茂和君）  起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  以上で、今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしました。 
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  これをもって、第１０回北はりま消防組合議会定例会を閉会といたします。 

午後３時３１分 閉会 

挨  拶 

○議長（井上茂和君）  閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げます。 

  今期定例会に付議された案件につきましては、議員各位の慎重な御審議によりまして、

滞りなく議了できましたことを厚くお礼申し上げます。管理者以下、執行者におかれまし

ては消防組織、施設の充実につながるよう一層の御精進と御尽力を賜りますことを願うも

のでございます。議員各位におかれましても、体調管理には十分御留意されまして、ます

ます御健勝にて議会活動に御精進あらんことを期待いたしまして、閉会の御挨拶といたし

ます。どうもありがとうございました。 

  管理者、挨拶をお願いいたします。 

  安田市長。 

○管理者（安田正義君）  それでは、閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げたいと思

います。 

  ただいまは私ども提案を申し上げました５つの案件につきましてそれぞれ原案のとおり

御決定をいただきました。心からお礼を申し上げます。 

  開会のときにも申し上げました３市１町、６２６平方キロメートル、１５万住民の安

全・安心確保のために、これからも誠心誠意取り組んでまいりたいと、このように思う次

第でございます。 

  いよいよ明日から二十四節気の雨水という時期、「陽気地上に発し、雪氷解けて雨水と

なればなり」というそういう時期を迎えます。本当にこのいよいよ春に向かってまいるわ

けでございますが、ただ一方で今がこの寒さのピークではないかなという、そんな思いが

してございます。構成各市町におきましても、間もなく３月定例議会が始まろうとしてい

ます。議員各位のさらなる御活躍を心から御祈念申し上げまして、きょうのこの第１０回

北はりま消防組合議会定例会の閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

○議長（井上茂和君）  管理者の挨拶が終わりました。 

  これをもちまして散会いたします。 

  本日は御苦労さまでした。ありがとうございました。 
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